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土木工事等の計画
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※１ 根拠法令等 

・個人や民間の開発事業の届出 文化財保護法第９３条第１項 
・国や地方公共団体、公社・公団の開発事業の通知 文化財保護法第９４条第１項 

※２ 根拠法令等 
・奈良県教育委員会教育長通知 教文４１１号（平成１７年３月１６日付け） 

重要な遺構などが

発見されない時 

生涯学習課で周知の遺跡の有無を確認する 

工事場所が周知の

遺跡の範囲外 

工事場所が周知の遺跡の範囲内
２ページＡへ 

工事着手の６０日前までに発掘届出書または発

掘通知書を生涯学習課ヘ提出する   ※１ 

慎重工事の指示がある時 

香芝市教育委員会が工事

着手時に立ち会う 

香芝市教育委員会と

事前協議を行う 

記録保存を行う 

発掘調査の実施 

重要な遺構などが

発見された時 

工事着手 遺跡保存 

奈良県教育委員会教育長

から通知がある 

発掘調査の指示がある時

遺跡保存協議 

工事着手 
工事立会の指示がある時

出土品など

を発見 

発見した日から７日

以内に香芝警察署に

届け出る  ※２ 出土品などを発見した時
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※３ 根拠法令等 

・個人や民間の開発事業の届出 文化財保護法第９６条第１項 
・国や地方公共団体、公社・公団の開発事業の通知 文化財保護法第９７条第１項 

出土品などを発見した時 

重要な遺構などが

発見された時 
重要な遺構などが

発見されない時 

開発面積が１０，０００㎡以上か確認

面積が１０，０００㎡

以上の開発計画の時 

面積が１０，０００㎡未満の開発計画の時 

３ページＡへ 

現状を変更せず、遅滞なく遺跡発見届出書または

遺跡発見通知書を生涯学習課へ提出する ※３ 

慎重工事の指示がある時 

工事着手 

香芝市教育委員会と

事前協議を行う 

記録保存を行う 

発掘調査の実施 

工事着手 遺跡保存 

奈良県教育委員会教育長

から通知がある 

発掘調査の指示がある時

工事着手 

遺跡保存協議 

発掘届出書または発掘通知書を生涯学習課ヘ提出する  ※１ 

工事立会の指示がある時 

香芝市教育委員会が工事

着手時に立ち会う 
出土品など

を発見 

出土品などを発見した時 

発見した日から７日

以内に香芝警察署に

届け出る  ※２ 
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Ａ

速やかに遺跡有無確認踏査願を生涯学習課へ提出する ※4 
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※4 根拠法令等 

・奈良県教育委員会教育長通知 教文第３３１号（平成１２年４月３日付け） 

慎重工事の指示がある時 

重要な遺構などが

発見されない時 

踏査の結果、遺跡

がなかった時 

工事着手 

香芝市教育委員会と

事前協議を行う

記録保存を行う 

発掘調査の実施 

重要な遺構などが

発見された時 

工事着手 遺跡保存 

奈良県教育委員会教育長から通知がある 

踏査の結果、遺跡が発見された時 

遺跡保存協議 

香芝市教育委員会が踏査を実施する 

発掘届出書または発掘通知書を生涯学習課ヘ提出する  ※１ 

奈良県教育委員会教育長

から通知がある 

発掘調査の指示がある時

工事立会の指示がある時 

香芝市教育委員会が工事

着手時に立ち会う 
出土品など

を発見 
出土品などを発見した時 

発見した日から７日

以内に香芝警察署に

届け出る  ※２ 


